
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
       

 
       

 
         

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

廃棄物処理法に基づく基本方針の概要 

（改正平成 28 年 1 ⽉ 21 ⽇環境省告⽰第 7 号） 

【1】廃棄物の適正な処理の基本的な方向 

・循環型社会のさらなる推進及び低炭素社会、自然共生社会との統合にも配慮した取組の推進 
・災害廃棄物の分別、選別、再生利⽤等による減量を図った上で、円滑かつ迅速な処理の確保 

【2】新たに廃棄物の適正な処理に関する目標 

・⼀般廃棄物の減量化の目標量（平成 24 年度⽐） 
項目 目標（平成 32 年度） 

排 出 量 約 12％削減 
再生利⽤率 約 21％から約 27％に増加させる 
最終処分量 約 14％削減 

・1 ⼈１⽇当たりの家庭系ごみ排出量：500g（平成 32 年度） 

【3】廃棄物の減量その他適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項 

○国⺠・事業者・地⽅公共団体及び国の役割 

国

 

⺠

 

・容器包装廃棄物の排出の少ない商品、繰り返し使⽤できる商品、耐久性に優れた商品の
選択 

・⾷品ロスの削減に資する購買⾏動 
・商品の使⽤に当たって故障時の修理励⾏等による⻑期間の使⽤や、⾷品の⾷べ切り、使

い切り、生ごみの⽔切り等による⼀般廃棄物の排出抑制への取組 
・外⾷における適量な注⽂、⾷べ残しの削減等による事業ごみの排出抑制への協⼒ 
・市町村による適正な循環的利⽤に対する取組への協⼒ 
・廃家電、廃自動⾞、使⽤済み⼩型家電の各リサイクル法に基づく事業者の措置への協⼒ 等 

事
業
者

 

・製造から流通、販売に⾄るサプライチェーン全体における廃棄物の排出抑制、再生利⽤
等による減量化の推進 

・物の製造,加⼯,販売等において、消費実態に合わせた容量の適正化、容器包装の減量・簡
素化、繰り返し使⽤できる商品、耐久性に優れた商品、再生利⽤が容易な商品、適正処
理が困難とならない商品、廃棄物を原料とした商品等の製造・販売、必要な情報提供 等 

地
⽅
公
共
団
体

 

・排出抑制に関する適切な普及啓発、情報提供、環境教育 
・他市町村及び都道府県との連携等による広域的な取組の推進 
・廃棄物処理施設と他のインフラとの連携等の推進 
・⼀般廃棄物処理事業に係る PFI の活⽤ 
・⾷品循環資源の再生利⽤のための⺠間事業者の活⽤・育成、市町村自らが⾏う再生利⽤

等を⼀般廃棄物処理基本計画に位置付け 等 

国

 

・各種法制度の整備及び適切な運⽤ 
・国⺠及び事業者の自主的な取組を促進、地⽅公共団体による取組の⽀援、関係主体の連

携・協働の促進 
・先進的な事例の情報提供及び普及啓発 
・市町村及び都道府県への技術的及び財政的な⽀援及び広域的な⾒地からの調整 等 

 
 



 

 

○廃棄物の適正な処理を確保するための必要な体制の確保 
・収集運搬に関わり、環境負荷のより少ない自動⾞の導⼊、バイオ燃料の利⽤ 
・有機物の直接埋⽴は原則として⾏わない 
・廃プラスチック類は、排出抑制、再生利⽤を図った上で、⼀定以上の熱回収率を確保しつつ熱回

収 
・廃棄物系バイオマスは、地域の特性に応じ、適切な再生利⽤等を推進 

【4】廃棄物の処理施設の整備に関する基本的な事項 

○⼀般廃棄物の適正な処理に必要な処理施設の整備 
・⾷品廃棄物の再生利⽤に係る施設については、必要な処理能⼒を確保できるよう他市町村、⺠間

廃棄物処理業者とも連携 
・発電施設等の熱回収が可能な焼却施設の導⼊や⾼効率化を優先 
・地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保 
・効率的な廃棄物系バイオマスの利活⽤ 
・焼却施設で回収したエネルギーの地域還元への取組促進 
・ストックマネジメント⼿法の導⼊による施設の⻑寿命化・延命化 

【5】非常災害時における処理、施設整備に関し必要な事項 

・災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に必要な施設の整備、⼈材育成 
・非常災害時における災害廃棄物処理に係る知⾒、教訓を踏まえた施策の実施 
・⼤規模災害時には、被災しなかった地域を含め、全国⼀丸となった処理の推進 
・災害対応拠点の視点からの施設整備、関係機関・関係団体との連携体制の構築 
・非常災害時にも対応できる強靭な廃棄物処理体制の整備 
・非常災害時に備えた災害廃棄物処理計画の策定 
・地域ブロック単位での廃棄物処理施設の余⼒等の情報共有、仮置場の確保、災害廃棄物処理が可

能な産業廃棄物処理業者の情報把握 

【6】その他廃棄物の処理に関し必要な事項 

・再生品の利⽤を促進するための技術開発 
・レアメタル回収技術に関する研究 
・エネルギー回収の⾼効率化、廃棄物系バイオマスの利活⽤推進のための研究 
・PCB、⽯綿の無害化、ダイオキシン類等非意図的に発生する化学物質の処理技術の研究 
・マイバック、マイボトルの持参、適量な購買・注⽂、⾷品の⾷べ切り、使い切りの呼び掛け、⾷

品の賞味期限等への正しい理解の普及 
・国⺠、事業者、地⽅公共団体が自ら⾏う環境教育、環境学習の推進 

 
＜根拠法令＞：廃棄物処理法 第５条の２ 

環境⼤⾂は、廃棄物の排出の抑制、再生利⽤等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する
施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な⽅針（以下「基本⽅針」という。）を定めなけ
ればならない。 

 



 

 

廃棄物処理施設整備計画（平成 25～29 年度）の概要 

（平成 25 年 5 ⽉閣議決定） 
【1】基本的理念 

1）３Ｒ推進 
2）強靱な⼀般廃棄物処理システムの確保 
3）地域の自主性及び創意⼯夫を活かした⼀般廃棄物処理施設の整備 

【2】重点目標 

1）排出抑制、最終処分量の削減を進め、着実に最終処分を実施 
・ごみのリサイクル率：22％→26％ 
・最終処分場の残余年数：平成 24 年度の⽔準（20 年分）を維持 

2）焼却時に⾼効率な発電を実施し、回収エネルギー量を確保 
・期間中に整備されたごみ焼却施設の発電効率の平均値：16％→21％ 

3）し尿及び生活雑排⽔の処理を推進し、⽔環境を保全 
・浄化槽処理⼈⼝普及率：9％→12％ 

【3】廃棄物処理システムの方向性 

1）市町村の⼀般廃棄物処理システムを通じた３Ｒの推進 
2）地域住⺠等の理解と協⼒の確保 
3）広域的な視野に⽴った廃棄物処理システムの改善 

・広域圏の⼀般廃棄物の排出動向を⾒据え、廃棄物処理システムの強靱化の観点も含め、施設整備を
計画的に進める。 

・ストックマネジメントの⼿法を導⼊し、既存の廃棄物処理施設の計画的な維持管理及び更新を推進
し、施設の⻑寿命化・延命化を図る。 

・資源の有効利⽤や地球温暖化対策の観点から具体的な指標を求め、より優れたものを優先的に整備
する。 

4）地球温暖化対策及び省エネルギー・創エネルギーへの取組にも配慮した廃棄物処理施設の整備 
・廃棄物処理施設の省エネルギー化・創エネルギー化を進め、地域の廃棄物処理システム全体で温室

効果ガスの排出抑制及びエネルギー消費の低減を図るため、廃棄物発電施設の⼤規模化、地域特性
を踏まえた熱の地域還元などの取組を促進する。 

5）廃棄物系バイオマスの利活⽤の推進 
・地域特性を踏まえて、廃棄物系バイオマスの利活⽤のための施設整備を推進する。 

６）災害対策の強化 
・廃棄物処理施設を、通常の廃棄物処理に加え、災害廃棄物を円滑に処理するための拠点と捉え直し、

平素より廃棄物処理の広域的な連携体制を築いておく必要がある。 
・地域の核となる廃棄物処理施設においては、施設の耐震化、地盤改良、浸⽔対策等を推進し、廃棄

物処理システムとしての強靱性を確保する。 
７）廃棄物処理施設整備に係る⼯事⼊札及び契約の適正化 

 
＜根拠法令＞：廃棄物処理法 第５条の３ 

環境⼤⾂は、廃棄物処理施設整備事業の計画的な実施に資するため、基本⽅針に即して、５年ごと
に、廃棄物処理施設整備事業に関する計画（以下「廃棄物処理施設整備計画」という。）の案を作成
し、閣議の決定を求めなければならない。 


